
１ 令和７年９月の雇用失業情勢について

（職業安定部 職業安定課）

２ 令和８年３月新規高等学校卒業予定者職業紹介状況（令和７年９月末現在）

（職業安定部・訓練課）

３ 労働保険未手続事業一掃強化期間について （総務部・労働保険徴収室）

４ １１月は「過労死等防止啓発月間」です （労働基準部・監督課）

有効求人数 35,802 人 対前月比 2.1％減少（２か月ぶりの減少）

有効求職者数 34,117 人 対前月比 0.1％増加（２か月ぶりの増加）

有効求人倍率 1.05 倍 前月より 0.02 ポイント減少

※ 数値は季節調整値

○求 人 数 6,206 人 対前年同月比 3.2％（208 人）減 ※１

○求 職 者 数 3,121 人 同 0.8％（ 25 人）減 ※２

○求 人 倍 率 1.99 倍 同 0.05 ポイント 減 ※３

〇就職内定者数 1,827 人 同 10.9％（ 179 人）増 ※４

〇就職内定 率 58.5 ％ 同 6.1 ポイント 増

※１ 求人数は、鹿児島県内で受理したものを計上しています。

※２ 求職者数は、学校やハローワークからの職業紹介を希望する生徒です。

※３ 求人倍率は、厚生労働省発表に合わせて全求職者と県内求人により算出しています。

※４ 就職内定者数は、学校又はハローワークの紹介によって内定した生徒の状況です。自営・

縁故就職・公務員への応募など、学校の紹介によらない就職希望者は含まれていません。

※５ 広域通信制高校は除きます。

毎年１１月は、「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。関係機関や関係団体

を通じて、労働保険に未加入と思われる事業場に対して、集中的に加入勧奨を行

います。

毎年１１月は、「過労死等防止啓発月間」です。過労死等防止対策推進シンポジ

ウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施します。
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〇有効求人倍率の状況

・有効求人倍率（季節調整値） １．０５倍 前月より0.02ポイント減少

・全国では39番目。九州では、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、福岡県、長崎県に次ぎ７番目。

・〔全国〕 有効求人倍率（季節調整値） １．２０倍 前月と同水準

・有効求人数（季節調整値） ３５，８０２人 前月より2.1％減少（２か月ぶりの減少）

・有効求職者数（季節調整値） ３４，１１７人 前月より0.1％増加（２か月ぶりの増加）

・就業地別有効求人倍率（季節調整値）１．１２倍 前月より0.05ポイント減少

※公表値としては、集計開始以降、継続的に「受理地別」（求人を受理したハローワークの所在地で求人数を集計）を使用。

「就業地別」は、求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する就業地で求人数を集計し、算出したもの。

〇新規求人・求職の状況

・新規求人倍率（季節調整値） １．８０倍 前月より0.24ポイント減少（２か月ぶりの減少）

・新規求人数（原数値） １１，４８９人 前年同月より6.0％減少（11か月連続の減少）

主要産業の新規求人数（前年同月比）
増加した業種・・・・・運輸業、郵便業（12.3％増）、医療、福祉（0.1％増）

減少した業種・・・・・建設業（7.2％減）、製造業（7.8％減）、卸売業、小売業（15.9％減）

宿泊業、飲食サービス業（33.2％減）

サービス業（他に分類されないもの）（12.6％減）

・新規求職申込件数（原数値） ６，５０８人 前年同月より0.7％減少（２か月ぶりの減少）

鹿児島の雇用失業情勢（令和７年９月分）の概要について

～有効求人倍率は、１．０５倍で、前月を０．０２P下回った～

鹿 児 島 労 働 局 発 表

令和７年１０月３１日（金）

県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているものの、求人が減少している。物価上昇等
が雇用に与える影響について、引き続き注視が必要。

Press Release

９月の概要



１. 求人倍率の推移(一般・ パート、年度平均は原数値、各月は季節調整値)

*６年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

２. 求人の動き(一般・パート、原数値)

新規求人数が１１か月連続で前年同月を下回り、有効求人数が３１か月連続で前年同月を下回った。
各月右欄は、前年同月比(％)
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令和６年４月以降の対前年同月比については、産業分類改定による影響のある産業について（）で示している。
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（注）令和６年４月以降については令和５年７月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分、令和６年３月以前については平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。
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本県 1.12 1.30 1.34 1.20 1.13
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1.13 1.12 1.11 1.11 1.09 1.08 1.11 1.10 1.11 1.08 1.07 1.07 1.05

1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.24 1.26 1.26 1.24 1.22 1.22 1.20 1.20

1.24 1.23 1.21 1.21 1.19 1.18 1.22 1.21 1.21 1.18 1.16 1.17 1.12
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2.09 2.21 2.18 2.20 2.18 2.23 2.22 2.22 2.06 2.01 2.06 2.17 1.90



３­１. 求職の動き(一般・パート、原数値）

新規求職申込件数が２か月ぶりで前年同月を下回り、有効求職者数が２か月連続で前年同月を上回った。

各月右欄は、前年同月比(％)

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち65歳以上

有効求職者数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

３­２． 新規求職申込件数の態様別状況（一般・パートのうち常用、原数値 )

各月右欄は、前年同月比(％)
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在職求職者が２か月連続前年同月を上回った一方、離職求職者が２か月ぶり、無業求職者が４か月ぶりで前年同月を下回った。
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４. 就職の動き(一般・パート）

就職件数は、４４歳以下の年齢層で前年同月を下回った一方、４５歳以上の年齢層で前年同月を上回った。
各月右欄は、前年同月比(％)

就職件数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

５.正社員の求人・求職状況（原数値）

正社員有効求人倍率は、前年同月を0.02P下回った。

各月のうち右欄は、前年同月比(求人数、求職者数は％、その他はポイント)

（※）正社員有効求職者数・・・・パートを除く常用の有効求職者数（派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれている。）

６.令和７年度 鹿児島労働局 安定所別 有効求人倍率の推移（一般・パート、原数値）
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令和６年度
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令和６年度
( 月平均 ) ６月 ７月 ８月

正社員新規求人数 6,881 ▲ 3.8 6,533 ▲ 0.2 ▲ 3.06,272 2.5 6,4236,856

新規求人数に占める割合 51.9% 1.9 55.9%55.5% 1.9 0.453.0%

1.07 ▲ 0.01 1.02 ▲ 0.02 ▲ 0.021.03 ▲ 0.02 1.03 ▲ 0.01

1.754.2% 1.8

1.02

正社員有効求人数 20,181 ▲ 3.6 19,361 ▲ 4.2

正社員有効求人倍率

▲ 3.1

0.01 0.99 ▲ 0.01 1.00 ▲ 0.01

▲ 4.7 19,008 ▲ 3.0

全 国 1.02 ▲ 0.00 0.98 0.02

52.5% 1.9 54.4%

1.00

54.6%

19,349

▲ 2.7 18,503 18,696

19,030

正社員有効求職者数（※） 18,818 ▲ 2.9 19,055 ▲ 2.4

有効求人数に占める割合

54.8%

1.6

18,780 ▲ 1.5 ▲ 0.9

1.5 55.2% 1.7 55.3% 1.7

▲ 1.1有効求職者に占める割合 55.2% ▲ 1.0 53.9% ▲ 0.7 54.4% ▲ 1.1 55.1% ▲ 1.0

令和６年９月 1.08 1.95 1.01 1.02 1.32 1.00 0.89 1.01 0.80 1.37 1.12 1.03 1.02 1.09
１０月 1.13 2.02 0.98 0.99 1.37 1.01 0.84 1.06 0.84 1.39 1.14 1.02 1.09 1.12
１１月 1.18 2.09 1.01 0.97 1.40 1.05 0.84 1.01 0.91 1.49 1.15 1.03 1.10 1.15
１２月 1.25 2.23 1.05 1.00 1.48 1.10 0.91 1.08 0.94 1.53 1.22 1.06 1.16 1.21

令和７年１月 1.19 2.02 1.02 1.00 1.41 1.06 1.04 1.14 0.93 1.26 1.18 1.05 1.17 1.17
２月 1.18 2.08 1.06 1.04 1.35 1.04 1.05 1.17 0.91 1.25 1.14 1.28 1.05 1.17
３月 1.17 1.95 1.01 0.96 1.35 1.05 1.08 1.09 0.96 1.27 1.16 1.16 1.03 1.15
４月 1.09 1.83 0.94 0.90 1.20 0.97 0.91 1.02 0.87 1.24 1.14 1.03 1.00 1.07
５月 1.05 1.69 0.85 0.79 1.24 0.93 0.87 1.00 0.84 1.19 1.10 0.89 1.03 1.02
６月 1.00 1.40 0.90 0.80 1.27 0.94 0.84 1.02 0.88 1.15 1.14 0.86 1.05 1.01
７月 1.02 1.30 0.94 0.85 1.30 0.92 0.89 1.04 0.86 1.17 1.18 0.93 1.00 1.03
８月 1.02 1.37 0.91 0.89 1.32 0.91 0.95 1.02 0.84 1.22 1.16 0.92 1.01 1.03
９月 0.99 1.54 0.85 0.87 1.27 0.92 1.01 1.02 0.85 1.26 1.16 0.90 0.92 1.01

安定所 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 局計名瀬 指宿国分 大口 加世田 伊集院 大隅 出水



〇新規求人数・・・・・・ ハローワークにおいて当該期間中に受け付けた求人数。

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計。

ハローワークにおいて当該期間中に新たに受け付けた求職申込の件数と、新たにハローワーク
インターネットサービスからオンライン登録を行った件数（オンライン登録者）の合計。

「前月から繰越された有効求職者数及び有効オンライン登録者」と当月の「新規求職申込件数」
の合計。

求職者数に対する求人数の割合。
求人を受理したハローワークが所在する地域ごとに集計した数値である受理地別求人倍率と、
実際に就業する地域ごとに集計した数値である就業地別求人倍率がある。

「新規求人数」÷「新規求職申込件数」（新規オンライン登録者を含む）。

「月間有効求人数」÷「月間有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。

「正社員の有効求人数」÷「パートを除く常用の有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。
ただし、「パートを除く常用の有効求職者」には、派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、
厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

１年を周期として繰り返す季節的な要因による変動の影響を取り除いた値。
求人数や求職数は、経済状況だけでなく、社会習慣等の季節的な理由によっても変化する。
そのため、季節変動を有する系列の分析を行う際には、季節的な理由による変動を排除する必要が
あり、この季節変動の除去を「季節調整」という。
※ 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。
※ 毎年１回（１月分公表時に）季節調整値替えが行われ、過去の季節調整値は改訂される。

実際の数値（季節調整前の数値）。

ハローワークの有効求職者が、ハローワークの紹介により就職したことを確認した件数と、
オンライン登録者がハローワークインターネットサービスから自主的に応募し就職が確認された
件数の合計。

〇一 般・・・・・ パートタイム以外のものをいう。

パートタイムの略。１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の１週間の
所定労働時間に比べて短いものをいう。

雇用契約において雇用期間の定めがない、又は４か月以上の雇用期間が定められているもの
（季節労働を除く）。

パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。

（注） ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに
来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や求職者がハローワークインターネットサービスの求人に
直接応募した就職件数等が含まれている。

〇パ ー ト・・・・・

〇原 数 値 ・・・・・

〇就 職 件 数 ・・・・・

〇正 社 員・・・・・

〇有効求職者数・・・・・・

〈 用 語 の 解 説 〉

〇季節調整値・・・・・

〇有効求人数・・・・・・

〇新規求職申込件数・・・・・・

〇常 用・・・・・

⇒正社員有効求人倍率・・・・・

⇒新規求人倍率・・・・・

⇒有効求人倍率・・・・・

○求 人 倍 率 ・・・・・・
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令和８年３月新規高等学校卒業予定者職業紹介状況（令和７年９月末現在） 

～求人倍率 1.99 倍 就職内定率 58.5％～ 

 

鹿児島労働局（局長 永野 和則）では、令和８年３月新規高等学校卒業予定者の求人・

求職状況などの把握のための調査を行い、令和７年９月末現在の状況を取りまとめました

ので公表します。 

 

【結果の概要】 

 

 

〇 求 人 数 6,206 人１対前年同月比 3.2％（208 人）減 ※１ 
〇 求 職 者 数 3,121 人１同 0.8％（25 人）減 ※２ 
〇 求 人 倍 率 1.99 倍１同 0.05 ポイント減 ※３  

〇 就職内定者数 1,827 人１同 10.9％（179 人）増 ※４  

〇 就 職 内 定 率  58.5 ％１同 6.1 ポイント増 
 

 

※1. 求人数は、鹿児島県内で受理したものを計上しています。 

※2. 求職者数は、学校やハローワークからの職業紹介を希望する生徒です。 

※3. 求人倍率は、厚生労働省発表に合わせて全求職者と県内求人により算出しています。 

※4. 就職内定者数は、学校又はハローワークの紹介によって内定した生徒の状況です。自営・

縁故就職・公務員への応募など、学校の紹介によらない就職希望者は含まれていません。 

※5. 広域通信制高校は除きます。 

 

  次回は１月末現在の求人・求職・就職内定状況などを取りまとめて公表す

る予定です（３月上旬公表予定）。 

  鹿児島労働局・各ハローワークでは、今年度も学校等関係機関と連携し、

合同就職面接会を開催するなど、生徒が希望どおりに就職できるよう支援

します。 

令和７年 10 月 31 日 

【照会先】 

鹿児島労働局職業安定部 訓練課 

課  長  金田 知之 

課長補佐  山﨑 さとみ 

電  話  099-219-8711  
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計 男 女 計 男 女 人数 増減率・P

1 求 人 数 6,206 6,414 ▲208 ▲3.2%

2 求 職 者 数 3,121 1,778 1,343 3,146 1,759 1,387 ▲25 ▲0.8%

う　ち　県　内　⑴ 1,742 871 871 1,736 912 824 6 0.3%

う　ち　県　外　　 1,379 907 472 1,410 847 563 ▲31 ▲2.2%

求職者数に占める
県内求職者数の割合

【　⑴ / ２　】
55.8% 49.0% 64.9% 55.2% 51.8% 59.4% － 0.6P

求 人 倍 率

【 １ / ２ 】

4 就 職 内 定 者 数 1,827 1,231 596 1,648 1,127 521 179 10.9%

う　ち　県　内　⑵ 964 511 453 876 488 388 88 10.0%

う　ち　県　外　　 863 720 143 772 639 133 91 11.8%

就職内定者数に占める
県内就職内定者数の割合

【　⑵ / ４　】
52.8% 41.5% 76.0% 53.2% 43.3% 74.5% － ▲0.4P

就 職 内 定 率

【 ４ / ２ 】

う　ち　県　内　　 55.3% 58.7% 52.0% 50.5% 53.5% 47.1% － 4.8P

う　ち　県　外　　 62.6% 79.4% 30.3% 54.8% 75.4% 23.6% － 7.8P

就 職 未 内 定 者 数

【 ２ － ４ 】

＊求人数は、県内のハローワークで受理した求人数です。

＊求職者数は、学校又はハローワークの紹介を希望する生徒の状況です。

＊就職内定者数は、学校又はハローワークの紹介によって内定した生徒の状況です。

＊自営・縁故就職・公務員への応募等、学校の紹介によらない就職希望者は含まれていません。

－

新規高等学校卒業者の求人・求職・就職の状況
〈 令 和 ８ 年 ３ 月 卒 業 予 定 者 〉

区　　　　　　　分
令和7年9月末現在

前年同期
（令和6年9月末現在）

対前年

▲0.05P3

64.1%

1.99 2.04

44.4%5

▲13.6%

－ 6.1P

6 1,294 547 747 1,498 632 866 ▲204

37.6%58.5% 69.2% 52.4%



鹿児島労働局

　　＊　求人数は、県内のハローワークで受理した求人数です。

　　＊　求職者数は、学校又はハローワークの紹介を希望する生徒の状況です。

　　＊　令和2年度は選考日程が１か月後ろ倒しになったことから10月末現在の数値となっております。

平成28年度

（29年3月卒）

平成29年度

（30年3月卒）

平成30年度

（31年3月卒）

令和元年度

（2年3月卒）

令和2年度

（3年3月卒）

令和3年度

（4年3月卒）

令和4年度

（5年3月卒）

令和5年度

（6年3月卒）

令和6年度

（7年3月卒）

令和7年度

（8年3月卒）

求人数 4,521 5,549 6,067 5,970 5,185 5,783 6,608 6,757 6,414 6,206

求職者数 4,100 4,052 4,125 4,036 3,436 3,233 3,266 3,197 3,146 3,121

求人倍率 1.10 1.37 1.47 1.48 1.51 1.79 2.02 2.11 2.04 1.99
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高校新卒者の求人数・求職者数・求人倍率の推移 （各年９月末現在）

求人数 求職者数 求人倍率

※ 各年5月15日時点で、各学校を通じて把握した卒業予定者数を計上

（参考）卒業年次の生徒数

※ 令和2年度のみ

10月末現在

平成28年度
（29年3月卒）

平成29年度
（30年3月卒）

平成30年度
（31年3月卒）

令和元年度
（2年3月卒）

令和2年度
（3年3月卒）

令和3年度
（4年3月卒）

令和4年度
（5年3月卒）

令和5年度
（6年3月卒）

令和6年度
（7年3月卒）

令和7年度
（8年3月卒）

15,734 15,431 15,695 15,387 14,931 14,723 14,386 13,944 13,994 13,944
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　　＊　求職者数は、学校又はハローワークの紹介を希望する生徒の状況です。

　　＊　就職内定者数は、学校又はハローワークの紹介によって内定した生徒の状況です。

　　　　自営・縁故就職・公務員への応募等、学校の紹介によらない就職希望者は含まれていません。

　　＊　令和２年度は選考日程が1か月後ろ倒しになったため、10月末現在の数値となっていますが、

　　　　高等学校専攻科の採用通知の時期（10月）と重なったため内定率が高くなっています。

平成28年度

（29年3月卒）

平成29年度

（30年3月卒）

平成30年度

（31年3月卒）

令和元年度

（2年3月卒）

令和2年度

（3年3月卒）

令和3年度

（4年3月卒）

令和4年度

（5年3月卒）

令和5年度

（6年3月卒）

令和6年度

（7年3月卒）

令和7年度

（8年3月卒）

求職者数 4,100 4,052 4,125 4,036 3,436 3,233 3,266 3,197 3,146 3,121

内定者数 2,231 2,302 2,352 2,494 2,530 1,815 1,594 1,722 1,648 1,827

就職内定率 54.4 56.8 57.0 61.8 73.6 56.1 48.8 53.9 52.4 58.5
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※ 令和2年度のみ
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報道関係者 各位

11 月は、「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

厚生労働省では、毎年 11 月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、労働保

険（労働者災害補償保険・雇用保険）に未加入と思われる事業場に対して、集中的に加入

勧奨を行う予定です。

周知活動に当たっては、関係機関や関係団体を通じた周知や広報誌等への掲載を依頼

し、併せて、当局の職員や「労働保険未手続事業一掃」の事業を受託した団体の構成員が

直接事業場を訪問し、加入勧奨を行います。

中小事業場の場合、労働保険事務組合※を通じて労働保険に加入することで、事業主や

そのご家族の方も、労災保険に加入することができる「第１種特別加入制度」もありま

す。さらに、一人親方などの個人事業主も労災保険に加入できる、第２種特別加入制度も

あります。

Press Release

令和７年 10 月 31 日（金）

【照会先】

鹿児島労働局総務部労働保険徴収室

室 長 三角 裕二

室長補佐 丸田 満

※ 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険

の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の

団体とのことです。

労働保険事務組合・・・県内１１６ヶ所（商工会や各業種団体、社会保険労務士）

労働保険第二種団体・ 県内５２ヶ所



※ 加入手続きを怠っていると？

①遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。

②労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。

③事業主の方のための助成金が受けられません。

11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

※労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称したもので、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用

している事業主については、全て加入が義務付けられいます。

労災保険は、労働者の業務中又は通勤時の災害に対し、必要な保険給付等を行います。

雇用保険は、労働者が失業した場合、激甚災害により一時的休業・離職を余儀なくされた

場合、育児休業や介護休業等により賃金が低下した場合に必要な保険給付等を行います。

事業所向けには各種助成金の支給を行っています。

手続きがお済みでない事業主の方は、速や

かに最寄りの労働局労働保険徴収室・労働基

準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)へ

ご相談ください。

様々な手続きについては、労働保険事務組

合や社会保険労務士に委託することも可能で

す。

本来は労災保険の対象とならない中小事業

主等の方が任意で加入できる特別加入制度が

あります。加入することにより業務・通勤災

害を被った場合に保険給付を受けることが可

能です。

制度について、もっと知りたい方は

○労働保険制度（制度紹介・手続き案内）

【厚生労働省ホームページ】

をご覧ください。
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11 月は「過労死等防止啓発月間」です
～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～

厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推

進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関

心と理解を深めるため、毎年 11 月に実施しています。

月間中は、管内の周知・啓発を目的として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を

実施するほか、過重労働解消キャンペーンとして、「労働局長によるベストプラクティス

企業との意見交換」を実施いたします。また、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消な

どに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料

で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」を行います。

「過労死等」とは･･･業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務におけ

る強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は、死亡に至らないこれらの脳

血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

【主な取組】

Press Release

１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施

過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、シンポジウムを開催します。

・日 時： 令和７年 11 月 11 日（火）13 時 30 分～15 時 30 分

・会 場： ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央 ３Ｆ薩摩ホール

無料でどなたでも参加できます。事前に下記からお申し込みください。

【専用ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

２ 「労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換」の実施

長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる、鹿児島製茶株式会社（鹿児島市）

を「ベストプラクティス企業」と位置付けて、鹿児島労働局長（永野 和則）が企業

訪問を行い、積極的な取組事例を収集・紹介します。

・日 時： 令和７年 11 月 21 日（金）９時 00分～

・会 場： 鹿児島製茶株式会社 会議室（鹿児島市南栄３丁目 11 番）

※当日の取材をご希望の場合は、11月 13 日（木）17：00 までに、下記へご連絡の上、

代表者・人数等をお知らせください。

℡ 099-223-8277（鹿児島労働局労働基準部監督課 担当：高井）

上記企業に対する個別のお問い合わせはご遠慮ください。

令和７年 10 月 31 日（金）
【照会先】
鹿児島労働局労働基準部監督課

監 督 課 長 鈴木 正臣
主任監察監督官 高井 浩二
（直通電話）099-223-8277
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■「過重労働解消キャンペーン」概要■

１ 労使の主体的な取組を促します。

過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、鹿児島労働局長等が使用者団体や労働組合に対

し、傘下の企業等において長時間労働削減に向けた取組等が実施されるよう協力要請を行いま

す。

２ 労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します。

鹿児島労働局長が管内企業の経営トップとの意見交換により、長時間労働削減に向けた積極

的な取組事例を収集し、ホームページなどを通じて紹介します。

３ 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。

４ 過重労働相談受付集中期間を設定します。

11 月１日（土）から 11 月７日（金）を過重労働相談受付集中期間とし、労働局及び労働基準

監督署において、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極

的に受け付けます（※）。

また、労働条件相談ほっとラインでは、集中期間以外の期間においても監督署等が閉庁し

ている平日夜間・土日祝日において、「労働条件相談ほっとライン」において、労働相談が可

能となっております。平日 17：00～22：00、土日祝日 9：00～21：00 に相談をお受けします。

※11 月２日（日）、３日（月：祝日）は、労働条件相談ほっとラインのみの受付となります。

５ 特別労働相談を実施します。

11 月１日（土）に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。

（１）過重労働解消相談ダイヤル

［電話番号］：０１２０（７９４）７１３

（フリーダイヤル なくしましょう 長い残業）

令和７年 11 月１日（土）９：00～17：00

※労働基準監督官が相談に対応します。

（２）労働条件相談ほっとライン【委託事業】

［電話番号］：０１２０（８１１）６１０

（フリーダイヤル はい！労働）

６ 過重労働解消のためのセミナーを開催します。

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、11 月～１月に、オ

ンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。

（無料でどなたでも参加できます。）

【専用ホームページ】https://shuugyou-seminar.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou/
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鹿児島労働局におけるベストプラクティス企業との意見交換の状況

１ ベストプラクティス企業との意見交換

毎年 11 月の過重労働解消キャンペーンの一環として、長時間労働削減に積極的に取

り組む県内企業と鹿児島労働局長が意見交換を行っております。これは、過重労働解消

に向けた機運の醸成を図るため、取引先と協力して長時間労働削減に向けて積極的に取

り組んでいる県内企業の取組事例を収集するとともに、県内に幅広く紹介することを目

的としており、今年度は労働局長が企業を訪問し、当該企業と意見交換を行います。

２ 令和７年度ベストプラクティス企業への企業訪問

企 業 名 鹿児島製茶株式会社（鹿児島市 その他の食料品製造業 従業員数

131 名）

取 組 内 容 ・製品管理の手法や在庫システムの変更等を実施し、現場での作業時

間短縮により時間外労働削減

・ノー残業デーの導入

・年間所定休日の増加による労働時間短縮

・サマータイム時間の導入

・業務に係る改善提案表彰制度により業務効率化の推進

・シーズン休暇、リフレッシュ休暇による年次有給休暇の取得率推進

等

３ 過去の実績

○ 平成 28 年度

株式会社プロゴワス（鹿児島市・印刷業・従業員数 68 名）

・ 平成 28 年 11 月 11 日に訪問にて意見交換実施

○ 平成 29 年度

株式会社現場サポート（鹿児島市・システム開発業・従業員数 39 名）

・ 平成 29 年 11 月 13 日に訪問にて意見交換実施

○ 平成 30 年度

町田酒造株式会社（大島郡龍郷町・黒糖焼酎製造業・従業員数 52 名）

・ 平成 30 年 11 月 15 日に訪問にて意見交換実施

○ 令和元年度

富士ゼロックス鹿児島株式会社（鹿児島市・OA 機器販売・従業員数 131 名）

・ 令和元年 11 月 20 日に訪問にて意見交換実施

○ 令和３年度

株式会社トヨタ車体研究所（霧島市 車体部品の設計等 従業員数 351 名）

・ 令和３年 11 月５日に訪問にて意見交換実施

○ 令和４年度

南生建設株式会社（鹿児島市 建設業 従業員数 132 名）

・ 令和４年 11 月 20 日に訪問にて意見交換実施
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〇 令和５年度

株式会社渡辺組（鹿児島市 建設業 従業員数 153 名）

・ 令和５年 11 月 20 日に鹿児島労働局にて意見交換会を実施

〇 令和６年度

ヤマグチ株式会社（霧島市 建設業 従業員数 115 名）

・ 令和６年 11 月 21 日に訪問にて意見交換実施



主催：厚生労働省
後援：鹿児島県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

過労死等防止対策
推進シンポジウム

2025年11月11日(火)
13：30～15：30（受付13：00～）

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です｡

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

鹿児島
会場

過労死等防止対策推進シンポジウム◎特設ホームページはこちら

日 時 会 場

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、
また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

参加無料
事前申込

TKPガーデンシティ鹿児島中央
3F 薩摩ホール
(鹿児島市中央町26-１ 南国アネックス）



連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」　・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。  ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を
いたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

5名以上のお申込みは、
別紙(様式自由)にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

▶会場の都合上、事前申し込みをお願いします。
▶申し込みはWebまたはFAXでお願いします。
▶受付番号を発行いたします。当日会場受付にて受付番号をお知らせください。
▶定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTELかE-mailのどちらかは必ずご記入ください。
▶参加（証明）書の発行はいたしておりません。予めご了承ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

◎Webからのお申し込みはこちら

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 03-6264-6445
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。  → □ 同意しました。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

プログラム

参加申し込みについて

鹿児島会場

鹿児島県薩摩川内市出身。1992年産業医科大学卒業 産業医科
大学病院、日立総合病院の勤務の後、（株）日立製作所に専属産業
医として入社し、日立健康管理センタに配属された。送電線、半導
体、光ファイバーなどの海底ケーブル製造部門、原子力発電所や
火力発電所のタービン部門などを担当、ナイジェリアや、アメリカ
等の現地へ赴き、長期出張者の過重労働対策や健康管理等も携
わった。2007年鹿児島労働基準協会　ヘルスサポートセンター
鹿児島に入職。現在は県内の企業の産業医活動を担っている。

小田原 努 氏
公益社団法人鹿児島県労働基準協会
ヘルスサポートセンター鹿児島  所長
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本産業衛生学会指導医
労働衛生コンサルタント

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク　電   話：　　0570-026-027 （ナビダイヤル）   E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

会場のご案内

[主催者挨拶]  鹿児島労働局
[基調講演]
 「生き生きと働くために
　　～過重労働による健康障害を防ごう～」
  小田原 努 氏
    「公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島  所長」
   (医学博士  日本内科学会総合内科専門医  日本消化器病学会専門医
    日本消化器内視鏡学会専門医  日本産業衛生学会指導医  労働衛生コンサルタント)

[企業による事例紹介]
 「わが社における長時間労働削減の取組について」
  ヤマグチ株式会社
[過労死ご遺族による体験談発表]

TKPガーデンシティ鹿児島中央
3F 薩摩ホール
(鹿児島市中央町26-１ 南国アネックス)
・ＪＲ鹿児島本線「鹿児島中央駅」 東口より徒歩約３分

TKP
ガーデンシティ
鹿児島中央

※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関を使ってお越しください。












